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１  認定する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

178 上郷筋線  

郷四丁目甲２３２番 １地先
から郷四丁目甲 １９１番 １
地先まで 

一般県道多喜浜泉川線から南回りに
郷四丁目甲１９１番１地先まで  

1032 上原三丁目１番２号線  

上原三丁目 ３５１ ６番 ７地
先 から上原三丁目 ３５１６
番２５地先まで 
番９地先まで 

市道中萩中学校南通り線から南へ東
回りに上原三丁目３５１６番 ２５地先ま
で  

1033 庄内町五丁目３番線  
庄内町五丁目２０９番 ８地
先から庄内町五丁目２０９
番１３地先まで 

市道新居浜駅菊本線から東へ市道
新須賀庄内線まで 

1034 一宮町一丁目１４番線  
一宮町一丁目甲６０３番 ３
地先から一宮町一丁目甲
６０３番１０地先まで 

市道金子小学校東筋線から東へ一
宮町一丁目甲６０３番１０地先まで  

1035 宇高町五丁目１４番線  

宇高町五丁目５４０番 ４地
先から宇高町五丁目５４０
番９地先まで 
 

市道宇高東２号線から東へ宇高町五
丁目５４０番９地先まで  

1036 岸の下西筋２号線  

萩生字岸ノ下１２９９番２地
先から萩生字岸ノ下１２９９
番２地先まで 
 

国道 １１号から南へ市道本村岸の下
線まで 

 

２  廃止する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

178 上郷筋線  
郷四丁目２３２番地先から
郷四丁目１８３番地先まで  

県道多喜浜泉川線から南へ市道上
郷白井線まで 



 

 
 

提案理由  

道路法第８条第２項並びに第１０条第１項及び第３項の規定により、本市における未

認定道路を市道に認定し、及び路線を廃止するため、本案を提出する。  


